
 - 1 - 

浜松市営住宅管理条例の一部を改正する条例（平成２４年８月１日施行分） 

改正前 改正後 

(入居者の公募) 

第 4 条 市長は、広報及び新聞への掲

載、テレビによる放映、掲示等の方法

により市営住宅（改良住宅、店舗及び

作業場にあっては、第６条の３第２項

又は第６条の６ただし書に規定する場

合に限る。）の入居者を公募するもの

とする。 

(公募の例外) 

第 5 条 市長は、前条の規定にかかわら

ず、次に掲げる事由に係る者について

は、公募を行わず公営住宅（第６条の

３第２項に規定する場合における改良

住宅を含む。第７号において同

じ。）、再開発住宅又は市単住宅に入

居させることができる。 

(1)から(8) 略  

2 略  

 (入居者の資格) 

第 6 条 公営住宅、再開発住宅又は市単

住宅に入居できる者は、次の各号の条

件を具備する者でなければならない。

(1)市内に住所又は勤務場所を有する

こと。 

(2) 現に同居し、又は同居しようとす

る親族（婚姻の届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む。次項及び

第 11 条第１項において同じ。）が

あること。 

(3)収入が、アからオまでに掲げる場

合に応じ、それぞれアからオまでに

掲げる金額を超えないこと。 

ア及びイ 略 

ウ 同居者に小学校就学の始期に達す

るまでの者がある場合 214,000 円  

エ  略 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(入居者の公募) 

第 4 条 市長は、広報及び新聞への掲

載、テレビによる放映、掲示等の方法

により市営住宅（改良住宅、店舗及び

作業場にあっては、第６条の３第２項

若しくは第３項又は第６条の６ただし

書に規定する場合に限る。）の入居者

を公募するものとする。 

(公募の例外) 

第 5 条 市長は、前条の規定にかかわら

ず、次に掲げる事由に係る者について

は、公募を行わず公営住宅（第６条の

３第２項又は第３項に規定する場合に

おける改良住宅を含む。第７号におい

て同じ。）、再開発住宅又は市単住宅

に入居させることができる。 

 

 (入居者の資格) 

第 6 条 公営住宅、再開発住宅又は市単

住宅に入居できる者は、次の各号の条

件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有す

ること。 

(2) 現に同居し、又は同居しようとす

る親族（婚姻の届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む。第３項及

び第 11 条第１項において同じ。）

があること。 

(3) 収入が、アからカまでに掲げる

場合に応じ、それぞれアからカまで

に掲げる金額を超えないこと。 

ア及びイ 略 

ウ 同居者に中学校就学前の者がある

場合 214,000 円  

エ  略 

オ 旧春野地域自治区（浜松市区及び

地域自治区の設置等に関する条例の

一部を改正する条例（平成 21 年浜

松市条例第 48 号）第 2 条の規定に

よる改正前の浜松市区及び地域自治

区の設置等に関する条例（平成 18

年浜松市条例第 78 号）第 16 条第 1

項第 3 号イに規定する春野地域自治

区をいう。）、旧佐久間地域自治区

（同号ウに規定する佐久間地域自治
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オ  アからエまでに掲げる場合以外の

場合 158,000 円  

(4)から(8) 略  

 

 

 

 

２  前項第２号の規定にかかわらず、次

の各号のいずれかに該当する者にあっ

ては、現に同居し、又は同居しようと

する親族があることを要しない。ただ

し、身体上又は精神上著しい障害があ

るために常時の介護を必要とし、か

つ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難である

と認められる者を除く。 

(1) (2) 略  

(3) 前項第３号ア(ｳ)から(ｵ)までに規

定する者 

(4)から(6) 略  

 (7) 旧春野地域自治区（浜松市区及び

地域自治区の設置等に関する条例の

一部を改正する条例（平成 21 年浜

松市条例第 48 号）第 2 条の規定に

よる改正前の浜松市区及び地域自治

区の設置等に関する条例（平成 18

年浜松市条例第 78 号）第 16 条第 1

項第 3 号イに規定する春野地域自治

区をいう。）、旧佐久間地域自治区

（同号ウに規定する佐久間地域自治

区をいう。）、旧水窪地域自治区

（同号エに規定する水窪地域自治区

をいう。）及び旧龍山地域自治区

（同号オに規定する龍山地域自治区

をいう。以下同じ。）の区域内に存

する公営住宅の入居者 

３ 市長は、入居の申込みをした者が前

項ただし書に規定する者に該当するか

どうかを判断しようとする場合におい

て必要があると認めるときは、当該職

員をして、当該入居の申込みをした者

に面接させ、その心身の状況、受ける

区をいう。）、旧水窪地域自治区

（同号エに規定する水窪地域自治区

をいう。）又は旧龍山地域自治区

（同号オに規定する龍山地域自治区

をいう。以下同じ。）の区域内に存

する公営住宅の入居者である場合 

259,000 円  

カ  アからオまでに掲げる場合以外の

場合 158,000 円  

(4)から(8) 略  

２  前項第１号の規定にかかわらず、前

項第３号オに規定する入居者にあって

は、市内に住所又は勤務場所を有する

ことを要しない。 

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当する者にあ

っては、現に同居し、又は同居しよう

とする親族があることを要しない。た

だし、身体上又は精神上著しい障害が

あるために常時の介護を必要とし、か

つ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難である

と認められる者を除く。 

(1) (2) 略  

(3) 第１項第３号ア(ｳ)から(ｵ)までに

規定する者 

(4)から(6) 略  

 (7) 第１項第３号オに規定する入居者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  市長は、入居の申込みをした者が前

項ただし書に規定する者に該当するか

どうかを判断しようとする場合におい

て必要があると認めるときは、当該職

員をして、当該入居の申込みをした者

に面接させ、その心身の状況、受ける

ことができる介護の内容その他必要な
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ことができる介護の内容その他必要な

事項について調査させることができ

る。 

４ 第 1 項第 6 号の規定にかかわらず、

市長は、次の各号のいずれかに該当す

る者については、連帯保証人を必要と

しないこととすることができる。 

(1)  浜松市福祉事務所設置条例(昭和

26 年浜松市条例第 59 号 )第 1 条第 1

項に規定する福祉事務所の長が家賃

の代理納付を行う場合における第２

項第５号に規定する者 

(2) 第２項第６号に規定する者 

（公営住宅、再開発住宅又は市単住宅の

入居者の資格の特例） 

第６条の２ 略 

２ 前条第１項第３号エに掲げる公営住

宅の入居者は、前条第１項各号（同条

第２項の規定の適用を受ける入居者に

あっては、同条第１項第２号を除

く。）に掲げる条件を具備するほか、

当該災害発生の日から３年間は、当該

災害により住宅を失った者でなければ

ならない。 

３ 略 

 

（改良住宅の入居者の資格） 

第６条の３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  前項の規定にかかわらず、改良住宅

に入居させるべき者が入居せず、又は

居住しなくなった場合においては、当

該改良住宅を公営住宅とみなして、第

６条 (同条第１項第３号エを除く。)

並びに前条第１項及び第３項の規定を

準用する。この場合において、同条第

１項第３号中「２１４，０００円」と

あるのは「１５８，０００円」と、

「１５８，０００円」とあるのは「１

事項について調査させることができ

る。 

５ 第 1 項第 6 号の規定にかかわらず、

市長は、次の各号のいずれかに該当す

る者については、連帯保証人を必要と

しないこととすることができる。 

(1)  浜松市福祉事務所設置条例(昭和

26 年浜松市条例第 59 号 )第 1 条第 1

項に規定する福祉事務所の長が家賃

の代理納付を行う場合における第３

項第５号に規定する者 

(2)  第３項第６号に規定する者 

（公営住宅、再開発住宅又は市単住宅の

入居者の資格の特例） 

第６条の２ 略 

２ 前条第１項第３号エに掲げる公営住

宅の入居者は、前条第１項各号（同条

第３項の規定の適用を受ける入居者に

あっては、同条第１項第２号を除

く。）に掲げる条件を具備するほか、

当該災害発生の日から３年間は、当該

災害により住宅を失った者でなければ

ならない。 

３ 略 

 

（改良住宅の入居者の資格） 

第６条の３ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２

の１に規定する改良住宅に入居させる

べき者が入居せず、又は居住しなくな

った場合においては、当該改良住宅を

公営住宅とみなして、第６条並びに前

条第１項及び第３項の規定を準用す

る。この場合において、第６条第１項

第３号中「アからカまでに掲げる場合

に応じ、それぞれアからカまでに掲げ

る金額」とあるのは、「１５８，００

０円」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第

２の２に規定する改良住宅に入居させ

るべき者が入居せず、又は居住しなく

なった場合においては、当該改良住宅

を公営住宅とみなして第６条（同条第

１項第３号エ及びオを除く。）並びに

前条第１項及び第３項の規定を準用す

る。この場合において、第６条第１項

第３号中「２１４，０００円」とある

のは「１５８，０００円」と、「１５

８，０００円」とあるのは「１１４，

０００円」と読み替えるものとする。
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１４，０００円」と読み替えるものと

する。 

(入居の手続) 

第 10 条  市営住宅の入居を許可された

者は、許可のあった日から 10 日以内

に次に掲げる手続をしなければならな

い。 

(1) 独立の生計を営み、入居の許可

を受けた者と同等以上の収入がある

者で、市長が適当と認める連帯保証

人の連署する請書を提出すること。

ただし、第６条第４項（第６条の３

第２項において準用する場合を含

む。）の規定により連帯保証人を必

要としないこととされた者について

は、連帯保証人の連署は必要としな

い。 

(2) 第 17 条に規定する敷金を納付す

ること。 

 (収入超過者等に関する認定等) 

第 23 条  市長は、毎年度、第 14 条第 3

項の規定により認定した公営住宅、再

開発住宅又は市単住宅の入居者の収入

の額が、第 6 条第 1 項第 3 号の金額を

超え、かつ、当該入居者が、当該住宅

に引き続き 3 年以上入居しているとき

は、当該入居者を収入超過者として認

定し、その旨を通知する。 

2 市長は、毎年度、第 14 条第 3 項の規

定により認定した改良住宅の入居者の

収入の額が第 6 条の 3 第 2 項において

読み替えて準用する第 6 条第 1 項第 3

号の金額を超え、かつ、当該入居者

が、当該住宅に引き続き 3 年以上入居

しているときは、当該入居者を収入超

過者として認定し、その旨を通知す

る。 

 

 

(入居の手続) 

第 10 条  市営住宅の入居を許可された

者は、許可のあった日から 10 日以内

に次に掲げる手続をしなければならな

い。 

(1) 独立の生計を営み、入居の許可

を受けた者と同等以上の収入がある

者で、市長が適当と認める連帯保証

人の連署する請書を提出すること。

ただし、第６条第５項（第６条の３

第２項又は第３項において準用する

場合を含む。）の規定により連帯保

証人を必要としないこととされた者

については、連帯保証人の連署は必

要としない。 

(2) 第 17 条に規定する敷金を納付す

ること。 

 (収入超過者等に関する認定等) 

第 23 条  市長は、毎年度、第 14 条第 3

項の規定により認定した公営住宅、再

開発住宅又は市単住宅の入居者の収入

の額が、第 6 条第 1 項第 3 号の金額を

超え、かつ、当該入居者が、当該住宅

に引き続き 3 年以上入居しているとき

は、当該入居者を収入超過者として認

定し、その旨を通知する。 

2 市長は、毎年度、第 14 条第 3 項の規

定により認定した改良住宅の入居者の

収入の額が第 6 条の 3 第 2 項又は第３

項において読み替えて準用する第 6 条

第 1 項第 3 号の金額を超え、かつ、当

該入居者が、当該住宅に引き続き 3 年

以上入居しているときは、当該入居者

を収入超過者として認定し、その旨を

通知する。 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第８条の規定は公布の日から、第９条の規定は

同年８月１日から施行する。 


